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工事・作業又は行事 

許可申請Ｑ＆Ａ 

 

 

 

 

 

 

東 京 海 上 保 安 部 

航 行 安 全 課 

 

 



以下のＱ＆Ａにおいては、次の通り一部表現を省略します。 

◎ 工事・作業又は行事許可申請書を「許可申請書」といいます。 

◎ 工事・作業又は行事を「工事等」といいます。 

 

Ｑ１．港則法とは？ 

Ｑ２．海上交通安全法とは？ 

Ｑ３．京浜港とは？ 

Ｑ４．なぜ許可申請書にて許可が必要なのですか？ 

Ｑ５．すべての工事等に対して許可申請が必要ですか？ 

Ｑ６．宛名は京浜港長でいいですか？ 

Ｑ７．いつまでに申請すれば良いですか？ 

Ｑ８．申請者名は担当者でも良いですか？ 

Ｑ９．申請日はいつにすれば良いですか？ 

Ｑ10．期間及び時間の記載について教えてください。 

Ｑ11．許可を受けた工事等に内容変更があります。 

どのような手続きが必要ですか？ 

Ｑ12．審査完了はどのようにして確認できますか？ 

 

 



 

 

 

 港内における船舶交通の安全及び港内の整頓を

目的とした法律です。



 

・喫水の深い船舶が出入りできる港又は外国船舶が常時出入りする 

・港長が置かれている 

ものであり、東京湾内では、京浜港・千葉港・横須賀港・木更津港が特定港

です。 

なお、京浜港は北から東京区、川崎区、横浜区に分けられています。



 



 



 

 



 

 



 



 

それぞれの違いについて説明します。 

 内容変更許可申請書 内容変更届 

変
更
概
要 

■工事等の安全性に変化があるもの 

■船舶交通への影響に変化があるもの 

■工事等の安全性に変化がないもの 

■船舶交通への影響に変化がないもの 

具
体
例
※1

 

■工事等の概要の変更（手順の加減） 

■工期・工種の変更 

■海域の変更 

■使用船舶の変更（加減も含む） 

■警戒員の変更（増減も含む） 

■軽作業や陸上工の変更 

■使用資機材の変更※2 

審
査 

審査に時間を要します 窓口にて確認の後受領します 



 

記載内容や申請関係について疑問がある場合は、 

東京海上保安部 航行安全課 第二海務係（03－5564－2023） 

までお問い合わせください。 

 


